
･ 被害額は原則として修理見積や購入時価格から計算してください。
･ 修理見積がない場合や購入時価格が不明な場合など、被害額がご不明の場合には、以下の基準額を参考に被害額を
  計算してください。
･ 基準額一覧にないものについても、生活に必要な付属設備や家財は被害額計算の対象となります。ただし、営業用の
  設備・物品、有価証券、貴金属、骨董品、美術品、１２５cc超の自動車・二輪車は被害額の対象となりません。
※家屋の被害に関する被害額は、修理や交換を要する全ての面積・個数に、単価を乗じて被害額を計算します。
※損害額を必ずご記入ください。建物と家財を合計した損害額が２０万円未満の場合、共済金のお支払いの対象外と
   なります（床上浸水を除く）。

罹災の程度（被害額）を証明する書類がない場合は下記をご記入ください。※

契約者
（受取人）

フリガナ
氏名



①　本書類は、罹災証明書（罹災程度の記載があるもの）、修理の見積書や領収書、他保険での審査結果の通知書、　
　   新聞記事（罹災程度の記載があるもの）、被害状況のわかる写真のいずれも提出ができない場合に限り、ご記入　
　   のうえ、ご提出いただく必要があります。
②　建物と家財の損害額の合計が２０万円以上の場合について、ご請求の対象となります。
③　通貨や貴金属、自動車、家畜などは損害物の対象になりません。
④　共有物や営業用に使用しているものは損害物の対象になりません。
⑤　住宅災害共済金および異常災害見舞金は、火災共済や火災保険のように、損害自体を補てんするものではありません。

※ご請求いただく前にご確認いただきたいこと※
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